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＊関西学院大学災害復興制度研究所

人間復興の制度化・実践化に向け、体系化した	
「山中メソッド」を提示するための考察・第1ステップ

山中 茂樹＊

はじめに

災害における「人間の復興」は、ジョン・ロー
ルズの唱えた正義の実現であり、格差・貧困の解
消をめざす社会民主主義や、主権在民・基本的人
権の尊重を定めた日本国憲法の思想的体系を具現
化することでもある。ロールズの正義は、参政
権、言論の自由、人身の自由、私的所有権などの
基本的自由と、もっとも恵まれていない人に最大
限の恩恵が与えられる格差原理からなる。「人間
の復興」を初めて唱えた福田徳三は、加えて復興
の担い手について「罹災者自らをおいてほかにな
い」と喝破し、「復興の最根本動力」は「自らの
働きをもって生きて行かんとする堅い決意を持っ
ている人」と定義した。これは、アメリカ独立宣
言の掲げる「生命、自由及び幸福追求の権利」で
あり、日本国憲法第 13 条に規定される「生命、
自由及び幸福追求に対する国民の権利」を意味す
るものでもある。

これまで往々にして、為政者や財界、都市計画
論者が唱える「空間復興」や「創造的復興」に比
べ、元どおりの生活を求める人間復興は、いささ
か後ろ向きの理念として忌避されるきらいがあっ
た。だが、大きな誤解は空間復興や創造的復興
は、災害復興に向けての手段、手立てに過ぎず、
災害から再起した末にどのような社会を目指すか
の理念ではなかった。一方、人間復興は、復興の
先の理想は描くものの、そこへ向かう手立て・手
順が示されていないところに空想的ユートピアと
もいえる弱点があった。そこで、被災者主権、最

小不幸、富の再配分という三つの基本原理をもと
に人間復興の制度化、そして実践化に向けた具体
的な手順「山中メソッド」を示すのが本論考の目
的である。

1	 手段か目的か

1.1	空間復興の野心

空間復興や創造的復興に「理念はない」といえ
ば語弊があるかもしれない。確かに、空間復興は
道路の拡幅や敷地の整形など街区の改変によっ
て、災害に強いまちづくりをめざす。しかし、防
災は、被災者がめざす復興像ではない。防火や耐
震は、まちやマイホームをつくるうえでの必要条
件ではあるが、それだけで復興まちづくりや家庭
の再生ができるとは誰も思わないだろう。

たとえば、関東大震災の折の内務大臣・後藤新
平の知恵袋だったニューヨーク市政調査会専務理
事のチャールズ・オースチン・ビア−ド（Charles	
A .	Beard）は『東京復興に関する意見』で「日本
の帝都が、帝都としての特異性を有たねばならぬ
といふことには深奥なる意義を有する。蓋し貧弱
なる帝都は列強の間に伍するとき、國家の尊厳と
威容とを傷（つ）けるであらう」と述べ、後藤自
身も山本権兵衛首相に宛てた書簡（大正 12 年＝
1923 年 11 月 25 日付）で、「帝都の復興は、小に
しては都市、大にしては帝国の『ルネサンス』に
関する重大事たり」と記した。後藤らのめざすと
ころは、江戸の色彩が色濃く残る東京を大改造
し、列強に伍する理想的帝都を建設することであ
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り、空間復興はそのための手段であった。そもそ
も、後藤が大震災からわずか 5 日後に閣議へ提出
した「帝都復興ノ議」に、「被災者支援」や「被
災者の再生・再建」という言葉はまったく登場し
ない。重ねていうが、後藤やビアードの頭にあっ
たのは、空間復興という手法を使って、大日本帝
国の世界に誇れる帝都を建設することにあった、
といえるだろう。

一方、視点を変えれば、空間復興はお年寄りや
体の不自由な人たちにやさしいまちづくりの手法
にも使えるだろうし、新潟県中越地震（2004 年
10 月 23 日）の旧山古志村のように従来のコミュ
ニティのつながりを壊さないまちづくりにも当
然、使えるはずだ。

つまり、空間復興は手段であって目的ではな
い。ところが、手段が目的化したところに相克が
生まれた。

たとえば、都市計画学者の越沢明は「横浜、銀
座、函館の大火後、明治時代の為政者は、復旧で
はなく復興を実施した。その結果、並木道、公
園、洋風建築、煉瓦街などそれまでの日本の都市
にはなかった新しい水準の高いインフラ（社会資
本）と都市空間が出現し、新しい都市文化が誕生
した」と、その成果を賞賛する（越澤	2005）。

東京都の都市計画課が太平洋戦争終戦後の
1946 年に製作した「二十年後の東京」という PR	
フィルムのナレーションは「新しい時代にふさわ
しい、新しい形の都をつくり出すための絶好の
チャンス。どこの国も望んで得られない絶好の
チャンス。この千載一遇の好機会をむなしく見
送ってしまうようだったら、私たち日本人は、今
度こそ本当に、救われがたい劣等民族だと世界中
の物笑いの種にならなくてはならないでしょう」
と訴えた。

もう一つ、旧建設省（現・国土交通省）の元技
監で筑波大学客員教授（当時）の甲村謙友が
2011 年 5 月 30 日、「震災復興・戦災復興の成果・
失敗とその反省を踏まえて〜東京の失敗を東北に
持ってくるな！〜」と題して講演した一節をみて
みよう。

内務省の戦災復興院事務方は、「関東大震災
のときに国と市で役割分担をしたのだから、

今回も国が施行すべき」と主張していまし
た。しかし、当時の戦災復興院の総裁・小林
一三（阪急電鉄創業者）は、憲法が変わった
のだから自治体に任せようと主張。5 大都市
も、ぜひ自治体でやらせてほしいとのこと
で、結局、補助事業として自治体が施行する
ことになりました。
	 各自治体の首長が戦災復興に熱心ならよ
かったのです。しかし、東京都知事はちょう
ど官選から民選に変った時期でした。その安
井誠一郎知事は、現在、寝る家もなく、路頭
をさまよう都民の住宅確保こそ最優先課題
と、戦災復興都市計画を握りつぶしたんです。
この件で後世、非難されるのは覚悟のうえと
安井都知事は言っているので、この際、私も
批判します。戦災復興をしないで、当面の住
宅、食料確保を優先した東京と、復興に熱心
だった名古屋や広島と比較すると、その成果
に大きな差が出てきているのです。

だが、これらの主張には二つの問題がある。第
一に空間復興を推進する人たちの頭には、復興と
は街区の再建しかないことだ。被災者や被害者を
救済し、再起・再生させることこそ復興の第一歩
ではないのか。

関東大震災の折、後藤新平に異議を申し立てた
厚生経済学者の福田徳三（1874-1930）は次のよ
うに述べる。

私は復興事業の第一は、人間の復興でなけれ
ばならむと主張する。人間の復興とは大災に
よって破壊せられた生存の機会の復興を意味
する。今日の人間は、生存するために生活
し、営業し、労働せねばならぬ。すなわち生
存機会の復興は、生活・営業・及び労働機会

（これを総称して営生という）の復興を意味
する。道路や建物は、この営生の機会を維持
し、擁護する道具立てに過ぎない。それらを
復興しても本体たり実質たる営生の機会が復
興せられなければ何にもならないのである。

戦前の被災者支援といえば、災害ならば農民を
対象とした備荒貯蓄法（明治 13-32 年）や罹災者
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救助基金法（明治 32- 昭和 21 年）のほか、義捐
金や時には恩賜金などもあったが、十分なもので
はなかった。

とりわけ、終戦直後など、上野の地下街では親
を亡くした戦災孤児が腹を空かせ、空襲に遭った
人たちは手作りのバラックで雨露をしのいでいた
のだ。終戦後の食糧難の時代に、闇市の闇米を拒
否して食糧管理法に沿った配給食糧のみを食べ続
け、栄養失調で餓死した判事もいたような社会情
勢だったことを空間復興の信奉者たちはどう考え
るのだろうか。

甲村は昭和天皇の言葉を引用して、後藤新平の
膨大な都市計画がそのまま実行されていたら、太
平洋戦争で東京の戦災による被害はもっと少なく
て済んだのではないかとしているが、これこそ本
末転倒だろう。なぜ、あのような戦争を起こした
のかという視点がまったく抜け落ちているだけで
なく、広島や長崎に落とされた原爆による被災に
対する贖罪がまったくみられない。空間復興を絶
対視する向きには、「人間を目的として尊重し、
単なる手段として利用してはならない」というカ
ントの言葉を贈りたい。

第二には、街の大改造が災害を奇貨として実施
されていたのではないかという問題だ。ショッ
ク・ドクトリンという言葉がある。「戦争、津波
やハリケーンなどの自然災害、政変などの危機に
つけこんで、あるいはそれを意識的に招いて、
人々がショックと呆然自失から覚める前に、およ
そ不可能と思われた過激な経済改革を強行する」

（ナオミ・クライン）ことをいう。新自由主義を
象徴する言葉だが、経済改革を空間復興と置き換
えてもよい。

そもそも戦争や災害からの再起をめざす場面
で、都市計画や建築の技術者たちが自分たちの野
心を遂げようということ自体、不純ではないか。

たとえば「市長は船場の真ん中に飛行場でもつ
くる気か」と浪速っ子を驚かせた大阪の大動脈・
御堂筋の建設は、まったく平時に行われた。大正
15（1926）年に工事着手したが、道幅を旧来の約
8 倍という 44m に、しかも当時、東京にしかな
かった地下鉄を通すという大工事だった。ところ
が、予算の大半は住民の立ち退き料に支払われた
ため、工事費は「受益者負担金制度」といって、

御堂筋拡幅後の沿道の商家にどれだけの利益が生
まれるかを算出し、その額に応じた税金を前もっ
て納めてもらうという奇策で捻出された。当然、
市民の猛反発を買い、工事は難航を極めたが、第
七代大阪市長、関一は、住民が立ち退きに同意し
てくれるまで、何度でも頭を下げに回り、元号も
大正から昭和に変わった 11 年後の 1937 年、よう
やく完成にこぎつけたという。とりわけ、ビルの
高さを一律百尺（約 30m）に制限して揃えると
いう画期的な方針により御堂筋は美しい景観を誇
るようになった（大阪市の HP「御堂筋の歴史」
から）。

災時には、人の命を支え、平時には人の暮らし
を潤す。空間復興は技術自体を目的にするのでは
なく、その時々に人々が求めている世界に寄り添
うべきだろう。

1.2	 創造的復興のこころ

一方、遅れて登場してきた言葉に「創造的復興」
がある。阪神・淡路大震災の当時、兵庫県知事
だった故貝原俊民（1933-2014）が唱え、その後、
為政者たちに好んで使われている。貝原の創造的
復興は①国の中央集権的政策を劇的に変えるパラ
ダイム・シフトであること、②政策目標が、軍事・
経済競争という覇権を求める 20 世紀型から、「平
和・安心・安全」へ転換する 21 世紀型理念であ
ること、③政策を実現するため現行制度にとらわ
れない時代を先取りする試みが超法規的に実施さ
れること、の三つが原則として貫かれていた。バ
ブル経済がはじけ、日本経済が「失われた 20 年」
といわれた景気の低迷期に突入しようとしていた
時期とあって、通常の復旧・復興事業では、いっ
たん下向きになったベクトルを上向きにすること
は難しいと考えた貝原の起死回生の鬼手であった。

ところが、その後の創造的復興は、為政者に
ネーミングの新奇性が好まれたのか、用語だけが
一人歩きすることになる。

たとえば、関連死を含め 273 人が犠牲になった
2016 年 4 月 14 日発生の熊本地震で、「くまもと
復旧・復興有識者会議」が同年 6 月 19 日に出し
た「熊本地震からの創造的な復興の実現に向けた
提言」によれば、後藤の帝都復興も創造的復興と
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され、2015 年 3 月に仙台で開かれた国連防災会
議で提唱された “Build	Back	Better”（より良く
再建する）も創造的復興と訳されるなど、創造的
復興の大盤振る舞いとなっている。

具体的な施策では、被災農地復旧の際の大区画
化、地域営農組織など担い手への農地集積の加速
化などが「創造的復興」の具体的取り組みとして
挙げられている。TPP（環太平洋パートナーシッ
プ）協定を意識した新自由主義的な農業の構造改
革で、農水省の方針に寄り添う内容となっている。

また、樺島郁夫熊本県知事は内閣府「政府広報」
のページでインタビューに答え、「熊本を単に地
震の前の姿に戻すのではなく、より良い状態にす
ることが創造的復興です。創造的復興のための取
り組みの一つは、海外との交流をさらに拡大する
ことです。たとえば、環境省は今年 7 月、訪日外
国人観光客を国立公園に誘致するため、取り組み
を集中的に行う八つの国立公園の一つに阿蘇く
じゅう国立公園を選定しました。阿蘇のアクセス
や公園施設をさらに充実させることで、阿蘇カル
デラの雄大な自然を、より多くの海外の方々に楽
しんでいただけるようにしたいです。さらに、阿
蘇くまもと空港での国際線増便、八代港での大型
クルーズ船寄港を増加させるための整備などを進
め、九州におけるアジアのゲートウェイを目指し
ます」と政府と同様のインバウンド政策を創造的
復興の政策としてあげている。

いずれも貝原のいう国の中央集権的政策を劇的
に転換するものでも、時代を先取りする超法規的
な政策でもない。強いて「創造的復興」という言
葉を使わなくとも済む政策とも思われるが、県と
してやりたい政策を「創造的復興」として権威付
けしただけといえば言い過ぎだろうか。

“Build	Back	Better”（より良く再建する）と創
造的復興、さらには空間復興を混在させた次のよ
うな解説もインターネットの時事用語事典では、
まかり通っている。

災害の発生後の復興段階において、次の災害
発生に備えて、より災害に対して強靱な地域
づくりを行うという考え方。「より良い復興」
とも呼ばれる。最初は、1995 年阪神・淡路
大震災に際して兵庫県が提唱した概念であ

り、その後、東日本大震災や熊本地震でも提
唱されている。2015 年仙台で開催された第 3
回国連防災世界会議でも仙台防災枠組の一つ
として、2030 年までの行動目標に採択され
た。潜在的な災害リスクを削減するには、で
きるだけ災害リスクの低いところに住宅を作
ることや、都市の構造そのものを強靱にして
いく必要がある。被災後の復興段階は、災害
から得た教訓を生かし、土地利用や構造的な
対応など抜本的な対策を取るチャンスでもあ
る。我が国ではその自然的な条件から多くの
災害に見舞われてきたが、その度に同じよう
な被害を出さないような対策を講じており、

「創造的復興」の考え方を古くから実践して
きた。国際的にも、2013 年にフィリピンに
甚大な被害をもたらした台風ハイエンからの
復旧・復興でも活かされている。

Build	Back	Better は、2015 年に仙台で開催さ
れた第 3 回国連防災世界会議で日本が提唱した防
災まちづくりをめざすスローガンである。創造的
復興は、あくまで地方分権に根ざした、経済政策
であり、工学的な防災まちづくりではない。しか
も、失われた 20 年とよばれる経済政策の失敗の
中で発生した災害に対応するために考えられた政
策で、国際的なものではない。あくまでわが国固
有の理念であることを、この解説は認識していな
いといえるだろう。

一方、これと正反対なのが、東日本大震災と東
京電力福島第一原子力発電所の炉心溶融事故を受
けて、2011 年 4 月 12 日、民主党の菅直人首相が
記者会見で述べた、これまでの原子力政策を大転
換させる方針だ。
「今回のこの大震災に対する復興は、ただ元に

戻すという復旧であってはならないと思っていま
す。つまり、新しい未来の社会をつくっていく、
創造する、そういう復興でなくてはならない、こ
のように思っています」と述べ、「バイオマスを
使った、地域暖房を完備したエコタウンをつくる
など世界でモデルになるような街づくりを進めた
い」として、「福祉とエコのまちづくり」を約束
した。

後を継いだ野田佳彦政権は 2012 年 9 月、2030
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年代に原発稼働ゼロを目指す方針を盛り込んだ新
たなエネルギー・環境戦略「革新的エネルギー・
環境戦略」をまとめた。福島原発事故を機に高
まった「脱原発」の世論を踏まえ、これまでの「原
発依存」によるエネルギー政策を 180 度転換させ
るものだった。

民主党政権は、福島原発事故が起こる前は、14
基以上の原発を新設し、2030 年の電力供給に占
める原発比率を事故前の 26％から 50％強に引き
上げる計画だった。CO2を排出しない原発への依
存を高めることで、2020 年に温室効果ガスの排
出量を 1990 年比 25％削減するという民主党政権
の国際公約を果たすための計画だった。

民主党が政権奪取の折に掲げた「コンクリート
から人へ」の公約に沿った政策とも思われるが、
前述のとおり原発全面依存から原発ゼロへのドラ
スティックな舵切りだった。この迷走ぶりが政権
を失う原因となっていくのだが、とまれ、ここで
はその分析はしない。

だが、現実は違った。東日本大震災からの復興
政策は、東北メディカル・バンク構想や医療ツー
リズム、仙台空港民営化、カジノ構想など、災害
を奇貨とした特区制度やビッグデータを活用した
ネオリベラリズム的創造的復興に転化することに
なる。

1.3	元に戻さない復興

改めて言おう。空間復興も創造的復興も災害か
らの再起、再建に向かうための手法に過ぎず、ど
のような復興社会にするかまではフォーカスして
いない。ただ、災害復興を主導するのは国や地方
自治体であることから、どうしても復興像は右肩
上がりの経済成長をめざすことになる。

一方、阪神・淡路大震災で、人間復興をめざす
市民グループが「復興でなくて復旧でいい。生活
復旧でいい」との主張を展開したことから、人間
復興は変革を求めない後ろ向きの主張のように思
われがちだ。

同時に、人間復興と「元に戻さない復興」とは
親和性が高い。阪神・淡路大震災では、神戸市東
灘区で 635m にわたって倒壊した阪神高速道路神
戸線について、神戸の学識者や文化人らによって

組織された	「ひょうご創生研究会」は 1995 年 3
月、神戸線の廃止を掲げ、海上、鉄道輸送への転
換や地下化などの代替案を示した。行政の内部に
さえ、「まちを分断し、景観も悪化させる」と、
復旧を疑問視する声が少なくなかった。「震災復
興・関西環境 NGO ネットワーク」は「上を向い
て歩こう」と題して、高架部分が姿を消した倒壊
現場で、都市部の高架道路を問う市民の集いを開
いた。

しかし、地元政財界の「復興を急ぐためにも、
1 日も早い開通を」という強い要請のもと、廃止
論はいつの間にかかき消され、まちに見合った道
づくりを、という沿線住民の願いもねじ伏せられ
た。

東日本大震災では菅直人首相が、原発を元に戻
さず、「1000 万戸の家庭の屋根に太陽光発電パネ
ルを置く」との構想を披露した。ただ、政権交代
や原子力村の巻き返しもあって、「太陽光パネル
1000 万戸構想」は構想倒れに終わった。

とまれ、人間復興は、人々の再起・再生につい
ては「あの日に戻りたい」と考えるが、政治・経
済体制については、右肩上がりの成長一辺倒とい
う「元の社会」には戻さない。代わって、環境や
生活の質を求める「社会変革」をめざしていると
いえるだろう。

2	 正義論と災害復興

2.1	最大多数の最大幸福

空間復興と創造的復興の根底にある理念は「最
大多数の最大幸福」であろう。「最大多数の最大
幸福」を原理とする功利主義は、幸福（善）を人
生や社会の最大目的とする倫理・政治学説であ
る。19 世紀、イギリスで盛んになった思想で、
哲学者のジェレミー・ベンサムやジョン・スチュ
アート・ミルらによって提唱された。とりわけ、
幸福と快楽とを同一視し、苦を悪として、快楽の
計量可能性を主張した。

ネットでも「政治とは利益の調整なので、功利
主義的なものである」として、「有史以前から、
日本は功利主義的な進歩を続けてきた。より多く
の人が、より多くの幸福を得られるように、努力
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してきた」と、随分、好意的な論評もみられる。
確かに功利主義は、「幸福＝善」を最大化する

ことが正義である考える。しかし、これには多く
の反論がある。ハーバード大学の白熱教室で有名
になった米国の政治哲学者マイケル・サンデルの
具体的事例を挙げての功利主義批判をみてみよう。
（例 1）コロセウムでキリスト教徒をライオン

に投げ与え、庶民の娯楽としていた古代ローマ。
この恐ろしい見世物から十分な数のローマの市民
が十分な快楽を得るとしたら、功利主義者がこの
見世物を非難できる根拠はあるだろうか。
（例 2）テロ容疑者の尋問において拷問は正当

化されるだろうか。容疑者がその日のうちに爆発
する核爆弾をマンハッタンに仕掛けたと信じられ
る情報があるとき拷問を加えることが正しいこと
だろうか。一人の容疑者に苦痛を与えても、何千
もの無辜の命が救われるとしたら、道徳的に正当
化されるだろうか。
（例 3）19 世紀末、南大西洋で船が難破、英国

人船乗り 4 人が小型の救命ボートで漂流してい
た。食糧も底をついたとき、船長は海水を飲んで
弱っていた 17 歳の雑用係を犠牲にすることを提
案し、殺害、その人肉を食することで生き延び
た。3 人は救助されたが、逮捕され、起訴され
た。このおぞましい事件の裁判官になったとき、

どう判断するのかとサンデルは問いかける。法律
問題は横に置いておくとして、少年の殺害は道徳
的に許されるだろうか。弁護側は、誰も殺されな
かったら、4 人全員衰弱死していただろう。少年
は係累もいなかった、と主張した。しかし、相手
の弱みにつけ込んで命を奪う。人間を利用するこ
とは、他の者に利益を与えるとしても、間違って
いるのではないだろうか。

サンデルは事例を紹介したうえで、次のように
功利主義を分析する。
「功利主義の最も目につく弱みは個人の権利を

尊重しないことだ」
「満足の総和だけを気にするため、個人を踏み

つけにしてしまう場合がある」
「功利主義を徹底すると、品位や敬意といった

われわれが基本的規範と考えるものを侵害するよ
うな人間の扱いを認めることになりかねない」

そして「人間の権利や尊厳は、効用を超えた道
徳的基盤を持っている」と締めくくる。

災害現場に話しを戻そう。現場のボランティア
は「最後の一人まで」という。しかし、実際の復
興政策は、少数の災害弱者への目配りを強調する
ものの、実際は「最大多数の最大幸福」である。
では、多数とは誰々なのか。それを誰が決めてい

アリストテレス

功利主義
ベンサム、J.S.ミル

社会契約
ホッブス、ロック、ルソー

リベラリズム（自由主義）
ジョン・ロールズ

ケイパビリティ
アマルティア・セン

コミュニタリアニズム
（共同体主義）
マイケル・サンデル

リバタリアニズム
（自由至上主義）
ノージック

ネオリベラリズム
（新自由主義）
フリードマン

継承・発展

批判

図 1　さまざまな正義論
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るのか。私たちは「最大多数の幸福」という美辞
に惑わされず、しっかりとこの問題を考えなけれ
ばいけない。サンデルのように具体的な事例を引
こう。
Case1：東日本大震災によって引き起こされた

東京電力福島第一原子力発電所の炉心溶融事故で
は、一時、福島県だけで 6 万人を超える人たちが
北海道から沖縄まで広域避難をした。少数だが、
国外避難もあった。福島県周辺や関東で放射線量
が周辺より極端に高くなった「ホットスポット」
の人たちも避難したが、この人たちの人数は今に
いたるも把握されていない。多くは、子どもの被
爆を心配した母親たち。とりわけ、厳しい立場に
追い込まれたのが政府によって設定された避難指
示区域の区域外から避難した人たちだった。

原発事故当初は、警戒区域、緊急時避難準備区
域、計画的避難区域、飛び地の特定避難勧奨地
点、除染が進んでくると帰還困難区域、居住制限
区域、避難指示解除準備区域と人為的な線引きは
次々と変わり、人々は線の内にいるか外にいるか
で支援の有無に左右されることになった。

本来なら、空間線量ときめ細かい土壌調査の結
果を示し、さまざまな防護策を提示する一方、不
安を感じる人たち・地域には避難と法的裏付けの
ある二地域居住を保障すべきであった。ところ
が、人為的線引きに安心できず避難した人たちは

「自主避難者」とよばれ、家族や友人、職場の人
たちから非難されることになり、人間関係やふる
さととの間に大きな断絶を招くことになった。こ
の結果、2015 年に実施した関西の調査では約 3
割の人たちが離婚に追い込まれ、親子の断絶も生
じることとなった。

一方、追加被ばく線量限度（年 1mSv 以下）
の地域に住む人たちに「被ばくを避ける権利」を
認め、とどまる人たちと同様に手厚い支援をする
はずだった「原発事故子ども被災者支援法」は、
肝心の基準を決めるはずの基本方針策定が長らく
政府のサボタージュで放置された。あげくは、同
法を担当する復興庁の水野靖久参事官が 2013 年
3 月 7 日に、国会内で開かれた「どうする？	放
射線による健康被害への対応─市民・専門家に
よる提言」という集会のあと、「左翼のクソども
から、ひたすら罵声を浴びせられる集会に出席。
感じるのは、相手の知性の欠如に対する哀れみの
み」とツイートするありさま。この集会の翌日に
水野参事官は、「きょうは懸案が一つ解決。正確
に言うと、白黒つけずにあいまいなままにしてお
くことに、関係者が同意しただけなんだけど、こ
んな解決策もあるということ」など、課題の先送
りを歓迎するかのようなツイートも行なっている。

業を煮やした被災者 19 人が同年 8 月 22 日、国
を相手取り、子ども被災者支援法の速やかな実施

図 3　避難区域再編

出所：	朝日新聞DIGITAL（http://www.asahi.com/special/10005/
TKY201211300374.html）。

図 2　避難指示区域

出所：	朝日新聞DIGITAL（http://www.asahi.com/special/10005/
TKY201106160566.html）。
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を求めて提訴。これにあわてたのか、10 月 11
日、具体的実施に向けて基本方針が閣議決定され
た。しかし、支援対象地域は「事故後、相当な線
量が広がっていた地域」というあいまいな表現に
とどまり、追加被ばく線量は無視され、支援対象
地域はわずか 33 市町村にとどまった。

さらに同年 11 月、自民・公明の政府与党は「福
島復興加速化案」を安倍晋三首相に提言した。民
主党前政権時代から続く「住民の全員帰還」の方
針を転換、高線量で長期間帰還が困難な地域の住
民の他地域への移住を支援するという命目を掲げ
るとともに、早期帰還の対象となる区域の空間線
量を、「国際放射線防護委員会（ICRP）」が「許
容範囲」としている年 20mSv 以下とし、住民個
人が実際の線量データをもとに被ばく低減策を講
じるように求めた。

高線量の汚染地に自己管理を強いて帰還させ、
一方、県外へ避難した人たちには戻らなくてもい
い、といわんばかりの棄民政策は、果たして最大
多数に最大幸福をもたらすものだったのだろうか。

復興加速化を急いだ理由の一つは、目の前に
迫っていたオリンピック招致に向けて「フクシマ」
の正常化を演出したかったのだろうという推測
だ。2013 年 9 月 7 日、ブエノスアイレスでの
IOC 総会で安倍晋三首相は、福島の状況を「The	
situation	is	under	control」（状況はコントロール
下にある）と最終プレゼンテーションで言っての
けた。現場では、どうしようもなく汚染水が出続
けているというのにだ。

オリンピック誘致では「経済効果は 3 兆円」な
どという皮算用もはじかれていた。また「アベノ
ミクスの第四の矢が放たれた」などという経済界
の声も伝えられ、アベノリンピクスなる造語も報

道されていた。しかし、オリンピックの誘致成功
を喜ぶ国民も福島の窮状を知らされたら、手放し
では喜べなかっただろう。フクシマを犠牲にして
でも、喜ぶのは誰なのか？ 東京五輪を総理退陣
のレガシーにしたいとする人物とその周辺だとし
たら、それは一体、最大多数といえるだろうか。

研究所では、2014 年秋に双葉、大熊、富岡、
浪江 4 町から避難し、県内の仮設住宅（見なし仮
設住宅を含む）に住む約 5000 世帯、2015 年秋に
は近畿 2 府 4 県に県外避難した人たち約 1800 人
を対象にアンケート、2017 年夏には関西に居住
する原発避難者（関東からの避難者も含む）59
人に被災から現在にいたる生活状況や心の変化を
グラフにした復興曲線を描いてもらった。

これによると、関西在住の避難者は 8 割が住民
票を避難先に移しており、福島 4 町の県内避難者
は除染が進んでも元の場所へ帰ると答えた人は、
わずか 25％。自然災害での長期避難だと、帰還
割合は 5 割から 6 割という点と比較しても原発避
難者の帰還率は極めて低い。また、復興曲線をみ
ると、震災前までに生活レベルか、心の平穏が
戻ったと答えた人たちは 1 割余りにとどまった。

とりわけ、気になったのが 7 年経っても、「低
迷」と「記入できず」と答えた人が半数強あった
ことだ。中身をみてみると、夫との関係について
は、離婚や不和が半数近くを占め、残りは夫の自
死や病気、失職。子どもについての心配は、いじ
めや不登校、中退など「心の荒廃」と、甲状腺腫
やリンパ腫、鼻血、死産などの健康不安がきっ抗
した。一方、一人置き去りにしてきた祖母らの心
配、いまだに避難に反対する夫など、複雑な家族
状況も復興曲線に影を落としていた。「父親には
関西へ来る気は無く、子どもは東へ戻る気が無

表 1　警戒区域などの再編で設定される区域

区域名（年間放射線量） 概要

帰還困難区域（50mSv以上） 5年経過しても生活が可能とされる年間 20mSvを下回らない地域。引き続き
避難の徹底を求める。

居住制限区域（20-50mSv未満） 年間 20mSvを下回るのに数年かかるとみられる地域。一時帰宅は可。除染で
線量が下がれば帰還可能。

避難指示解除準備区域（20mSv以下） 早期帰還に向けた除染、都市基盤復旧、雇用対策などを早急に行い，生活環
境が整えば、順次解除される。

出所：避難区域の変遷について（福島県HP）などから作成。
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い」「姑が帰ってこい、という。子どもを連れて
行かれるのではないかと不安」「夫が子どもに会
いに来たのは 6 年間で、卒業式の 1 回だけ。で
も、いっさい口をきかず、泣いて追いかける子ど
もを振り切って帰ってしまった」など、家族崩壊
が起きていた実態をみるにつけ、多くの人がオリ
ンピックを歓迎しているとはいえ、原発避難者へ
の措置は、あまりに理不尽、不正義といわざるを
えない。

Case2：阪神・淡路大震災の被災から 20 年を
前に「借り上げ復興住宅」に住む被災者たちが退
去を求められる事態が起きた。

神戸公務員ボランティアの觜本郁（はしもと・
かおる）がまとめた「復興公営住宅から退去を求
められる被災者─今なお続く阪神・淡路大震災
被災者への人権侵害」（2016 年 3 月 14 日）がわ
かりやすいので、少し長いが引用しよう（法学館
憲法研究所 HP）。

神戸市は借上げ復興公営住宅である「キャ
ナルタウン」（神戸市兵庫区駅南通）に住む
3 名の方に対して、2016 年 2 月 16 日、明渡

請求訴訟を提起した。それに続き、3 月 7 日
には、同じキャナルタウンの 5 世帯に退去通
知を行った。

明け渡しを求められている入居者は、阪
神・淡路大震災の被災者で、約 20 年前に復
興公営住宅である神戸市営住宅に入居し、家
賃滞納もせず普通に暮らしてきた市民である。

阪神・淡路大震災の被災者が入居する公営
住宅から退去を求めることは、築き上げられ
た地域コミュニティを破壊することや、環境
変化に対応が困難な入居者の存在など様々な
問題が指摘されている。

こんなことが許されるのか、阪神・淡路大
震災から 21 年、被災者が終の棲家として暮
らす公営住宅から退去を求められるというと
は一体どういうことなのか。この問題を考え
てみた。

阪神・淡路大震災では、10 万棟以上の住
宅が全壊し、全半壊は 25 万棟以上とされて
いる。多くの市民が住宅を失い、生活基盤を
失った。その中で、復興公営住宅の建設がど
れだけ、どこに建設されるのかは重要な課題
であった。

図 4　関西への避難者が描いた復興曲線
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郊外に多くの復興公営住宅が建設される
中、被災者の公営住宅入居のニーズに急いで
応えるために借上げ住宅の制度が活用された。

借上げ住宅は、震災翌年の 1996（平成 8）
年の公営住宅法改正により、それまでの直接
建設方式に加えて、民間住宅ストックを活用
した公営住宅の供給方式として導入されたも
のである。

阪神・淡路大震災後、この制度を活用して
兵庫県内では兵庫県、神戸市、西宮市、尼崎
市、伊丹市、宝塚市で住宅・都市整備公団（現
在の「独立行政法人都市再生機構」（UR））
や民間マンションなどが借り上げられ、公営
住宅として以下のとおり供給された。

兵庫県 3120 戸（UR）、神戸市 3952 戸（UR、
市公社、民間）、西宮市 447 戸（UR）、尼崎
市 120 戸（UR）、伊丹市 42 戸（民間）、宝塚
市 30 戸（民間）。

これらの住宅が次々と当初の借り上げ期間
である 20 年を迎え、各自治体の対応が問わ
れるようになってきた。現在、各自治体の借
上げ住宅の入居状況は以下のとおりである。

〇兵庫県　①期限満了時に 80 歳以上②要
介護度 3 以上③重度障害者のいずれかがいる
世帯④前記①〜③に準じる人で「判定委員会」
が認めた世帯は継続して居住を認める。

〇神戸市　①期限満了時に 85 歳②要介護
度 3 以上④重度の障害者のいずれかがいる世
帯は継続入居を認める。

〇西宮市　全世帯退去（重度障害、要介護
3 以上がいる世帯は車椅子住宅などの空家が
出るまで最長 5 年間住替えを猶予）

〇尼崎市　対応は未定
〇伊丹市　全世帯継続入居
〇宝塚市　全世帯継続入居
兵庫県の場合、昨年（2015 年）12 月に第

1 回の判定委員会が開催され、対象 135 世帯
（11 月末時点）のうち 87 世帯が継続入居を
申請し、85 世帯が認められ、継続入居が「不
可」とされたのは 2 世帯で、そのうち 1 世帯
は再度継続入居申請を行っている。

この対応の違いを見てもわかるように、法
律上、制度上、20 年を経過すれば借上げ住

宅から退去せざるを得ないというわけではな
く、各自治体が継続入居を認めると判断すれ
ば 20 年経過後の居住も可能なのである。

そもそも借上げ住宅が 20 年期限とされた
のは、1996 年の法改正時の民法第 604 条第 1
項の賃貸借契約の規定による制約によるもの
であったが、1999 年の借地借家法第 29 条第
2 項の改正（民法第 604 条の規定は賃貸借に
は適用しない）により意味を持たなくなって
いる。

補助金の問題が言われることがあるが、国
は 20 年経過後も補助金は継続するとしてい
る。財政的負担というのは公営住宅、被災者
向け復興住宅という性格からして理由にはな
らないだろう。公営住宅法はその目的として

「国及び地方公共団体が協力して、健康で文
化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、こ
れを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉
な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、
国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。」（第 1 条）としており、
憲法 25 条の生存権保障規定に則ったもので
あることを考えると、財政的負担があるとい
うようなことを理由に挙げること自体、見識
に欠けると言わざるをえない。

借上げ住宅問題の解決は難しいことではな
い。要するに借上げを継続しますと自治体が
判断すればいいだけのことなのである。

今回の借上げ住宅退去問題は、被災者支援
の在り方、公営住宅のコミュニティなどから
も問題があることは明らかであるが、その適
正な手続きを欠いていることも特徴である。

今回、明渡請求訴訟を起こされた入居者は
入居時に 20 年で退去しなければならないと
いう説明は一切聞いていないし、入居許可書
にもそのことは書いていないのである。

そのような入居者に明渡請求訴訟を起こす
ことができるのかという根本的疑問は払拭で
きない。

また、公営住宅法第 25 条第 2 項では「事
業主体の長は、借上げに係る公営住宅の入居
者を決定したときは、当該入居者に対し、当
該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公
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営住宅を明け渡さなければならない旨を通知
しなければならない。」とされるが、そのよ
うな通知はなされていない。

また、自治体が訴訟を提起するときは議会
の承認が必要である（地方自治法第 96 条第
1 項第 12 号）。しかし、「議会の権限に属す
る軽易な事項」で「その議決により特に指定
したもの」は市長の専決処分ができることと
されており（地方自治法第 180 条）、神戸市
では「市長専決処分事項指定の件」（昭和 48
年 2 月 18 日市会議決）で、市長専決処分で
可能な事項を定めており、その中に「不動産

（賃借その他の権原に係るものを含む。）の管
理上必要な訴えの提起」という内容がある。
市営住宅の家賃滞納者に対する明渡請求訴訟
などは、この規定に基づいて提起されている
のだが。専決処分した時は後で議会に報告を
する必要がある。

そうとすると、この提訴は震災復興や被災
者支援、特に復興住宅から退去を求めるとい
うことなど「軽易な事項」と神戸市が理解し
ているということになるのである。しかし、
阪神・淡路大震災の復興施策をめぐる最大の
課題であると言っても過言ではないこの問題
が「軽易な事項」であるはずがない。この点、
市議会も当局も何の疑問も持たずに明渡請求
訴訟を推進あるいは容認しており、その役割
や任務に疑問を感じるのは私だけではないだ
ろう。

ところで、「応訴事件に係る和解のすべて
を専決処分とすることは、本条第 1 項に違反
する無効なものとする」判例（東京高裁平成
13 年 8 月 27 日、平成 13 年（行コ）第 74 号、
判例時報 1764 号 56 頁、判例タイムス 1088
号 140 頁）があり、今回のような公営住宅か
らの明け渡し請求全てを専決処分とするこ
と、すなわち、復興借上げ住宅の明け渡し請
求訴訟の提起までも市長の専決処分で行うこ
とができるということは法律の趣旨を逸脱し
たものと言わざるを得ない。

また、公営住宅の入居許可は行政処分であ
り、その取消は不利益処分（行政手続法第 2
条）にあたる。決められた家賃を支払い、許

可条件には反した行為をしていない入居者の
入居許可を取り消して明渡を求めるのは不利
益処分の典型である。そうであるなら、行政
手続法第 13 条の規定に基づいて聴聞手続き
を行う必要があり、それを欠いた決定（行政
処分）は違法である。

このような基本的なことさえ行わないま
ま、被災者を公営住宅から退去させようとす
ることにどれだけの正当性があるのか、大き
な疑問を感じざるを得ないのである。

震災直後しばらくして避難所を解消するこ
とが行政の至上命令となり、避難所から仮設
住宅への転居が相当強引な方法も含めて行わ
れたが、避難所解消後は、仮設住宅解消が至
上命令となり、復興公営住宅への転居が強力
に進められた。その中で、被災者の希望と募
集された復興公営住宅の立地には大きなミス
マッチが存在した。それを解決する有効な手
段であったのが借上げ公営住宅であることは
間違いない。

阪神・淡路大震災当時、私も市職員として
多くの被災者の相談を受け、その中には公営
住宅入居申込みに関するものも相当数あっ
た。20 年の借り上げ期間のある市営住宅、
県営住宅について「20 年後はどうなるので
しょう」という質問を受けたことがあるが、

「20 年後に追い出されるということはありえ
ないですよ」と答えた。退去を求めるなどと
いうことは当時考えも及ばなかった。そんな
ことができるはずがないというのが、被災者
の相談にのっていた多くの職員の正直な感覚
である。もし、20 年後には退去を求められ
るということなら「この借上げ住宅はやめて
おいた方が良いですよ」とアドバイスしてい
た。なので、神戸市が「第 2 次市営住宅マネ
ジメント計画」（2010 年 6 月）で財政的な問
題を挙げながら「借上げ公営住宅入居者への
退去を求める」という方針を明らかにしたと
きは、本当に驚き、そんなことが許されるは
ずがない、行政の被災者支援のスタンスがこ
こまで劣化してしまったのかと憤りを感じる
とともに、被災者支援の原点に戻って取り組
みを続けていくことが何より重要なのだと認
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識させられたのである。今回の問題は東日本
大震災での「みなし仮設問題」とも共通する
問題でもある。借り上げ住宅問題を被災者の
人権という立場で解決することは、阪神・淡
路だけでなく、東日本大震災の被災者支援に
も通じていくのである。

○觜本　郁（はしもと	かおる）
元神戸市職員。阪神・淡路大震災後、ホーム
レス支援やニューカマー外国人を支援する
NGO の活動に関わるとともに、市民の活動
に学ぶ行政の在り方を求め神戸公務員ボラン
ティアを結成。

震災をくぐり抜け、高齢になった被災者を法廷
にまで引っ張り出す「最大多数の幸福」とは何だ
ろう。借り上げ復興住宅に費やしてきた予算を節
約し、その分、市民の福利厚生に回せるとでもい
うのだろうか。どうやら、このような問題の成否
を判定できるのは、法律の字面のみに左右される
裁判所ではないようだ。

2.2	 災害復興における正義論

要するに災害復興における正義とは何かを私た
ちは、もう一度考える必要がある。

原発避難者を切り捨てた善と借り上げ復興住宅
から高齢被災者を追い出す善。これらの善＝幸福
＝快楽を計量することは可能だろうか。これらの
善と原発避難者や高齢被災者の悲しみ、一連の措
置を不快に思う人たちの憤りの総和を比較考量す
ることが本当に可能なのだろうか。そして、計量
しているのは誰なのか。

権力を握る為政者が一方的に計量しているのだ
としたら、われわれはそれに対抗しうる正義を持
たなければならない。現代社会では「何が『善』
なのか？」という価値観そのものが多様化してい
る。善＝幸福を最大化することが正義にはならな
い、という論理の拠り所、その一つが『政治的リ
ベラリズム』で知られるジョン・ロールズ（1921-
2002）の正義論だ。

ロールズは「正義は善に優先する」といい、「個

人の権利は社会全体の善（幸福）のために決して
犠牲にされてはならない」とした。それは、「種々
の善に対する正義の中立性」という意味でもある。

ロールズの正義論は、二つの原理からなる。
一つは、政治的自由や言論の自由、身体の自由

などを含む基本的諸自由を全員に平等に配分する
という第一原理だ。

もし、われわれが「無知のヴェール」をかぶせ
られ、自分の能力や財産などまったく知らない

「原初状態」で社会契約を結ぶとしたら、まず基
本的な諸自由を選ぶだろう。

第二に、ヴェールが剥がされた時に最悪の状況
に置かれていることは避けたいから最も不遇な人々
の利益を最大化することを選ぶはずだ。この結
果、最も公正な正義の原理が導かれると主張した。

放射線被ばくを恐れて避難した人たち、震災か
ら 20 年も経って、ようやくなじんだコミュニティ
を追い出されそうになっているお年寄りたち。災
害で最も不遇な立場に置かれた人たちに最大限の
支援をすることこそ行政の正義ではないのか。

3	 山中メソッド

3.1	 被災者主権

われわれは、災害復興にあたって「最大多数の
最大幸福」、それも為政者が一方的に計量した「最
大幸福」より、被災者一人ひとりの正義が優先す
ると主張してきた。それは、被災者が不条理、不
正義と感じる政策を検証し、被災者の権利や基本
的人権がないがしろにされることがない政策を対
抗的に示すことでもある。いやしくも被災者が茫
然自失として政治的権利を行使できない状態のと
き、為政者が「災害を奇貨として」、これまで実
行できなかった政策を強行するようなことがあっ
てはならない。

とはいえ、では、われわれはどのような対抗策
がとれるのだろうか。
「人間復興」を具体化する一つの手立ては、「被

災者の、被災者による、被災者のための復興」を
実現する制度設計を確立することだ。しかし、果
たして具体的な制度設計が可能だろうか。当然、
被災者は一様ではない。大きなダメージを受けた



113人間復興の制度化・実践化に向け、体系化した「山中メソッド」を提示するための考察・第 1ステップ

なかで、冷静な議論などできようもない。近代市
民としてルールに則った議論ができる人ばかりで
もない。災害復興にはさまざまな専門知識が求め
られる。素人の被災者集団にそのような知見を求
めること自体、無理があるのではないか。当然、
こういった反論が殺到することは予想される。

したがって、われわれも将来の被災者に「無知
のヴェール」をかぶせることにしよう。それは被
災してからではなく事前に被災したと想定して議
論を始めることだ。被災前なら、被災でもっとも
不利益を被る階層への手厚い施策を用意すること
に多くの異論は出ないだろう。復興にあたっての
政治的自由や冷静な議論など基本的な諸自由をあ
らかじめ担保しておくことも可能なはずだ。その
準備段階で復興議論を担える人材を見つけ、発災
後の中核的役割を果たせる人材を育てていくこと
にしたい。

被災者主権を確立する仕組みとは次のとおり
だ。災害対策基本法に、すでに定めがある防災基
本計画、地域防災計画と対をなす復興準備基本計
画、地域復興準備計画の策定義務を設けたい。全
国47都道府県の市区町村に約30万ある自治会（町
内会、町会、部落会、区会など）に地区復興準備
会議を置き、上部団体として市区町村復興準備会
議、都道府県復興準備会議、そして中央復興準備
会議を設ける。

復興準備会議は、裁判員のように市民から無作
為に選ばれた復興準備委員で構成され、発災後は
復興委員となる。

地区復興準備会議の一つの目的は、地域が抱え
る脆弱性を見つけ、発災までに対策を講じること
だ。密集市街地である。背後地に急傾斜地があ
る。そばに天井川がある、といった地形的、物理
的なものから、高齢者が多い、新住民と旧住民の
間にコミュニケーションがない、といったソフト
面まで、さまざまにある地域の弱点を見つけるこ
とが第一の目的だ。そのうえで急性期、復旧・復
興期における課題を浮き彫りにし、地域で解決で
きる問題、行政の手助けがいる問題、法改正など
国家的な課題に分類し、短期的、中期的、長期的
な課題解決の道を探る。

とはいえ、住民だけでいきなり、ここまでの議
論は難しい。

3.2	 復興士

そこで、提案したいのが急性期から復興期にか
けての知恵や過去の被災地での経験などを伝授し
ながら、会議をサポートできる専門家の養成だ。

将来的には地域や被災者個々の法的な課題や経
済的な将来設計にアドバイスできる「復興士」を
大学の社会人講座などで養成し、ゆくゆくは国家
資格とする。「復興士」には二つの資格があり、
ボランタリーな初級資格としての「復興アドバイ
ザー（RA:	Recovery	Adviser）」とアドバイザー
を 5 年以上経験して、再教育を受け、試験に合格
し た 上 級 資 格 を「 復 興 プ ラ ン ナ ー（ERP:	
Executive	Recovery	Planner）」とする。

復興プランナー、復興アドバイザーを束ねる
「日本復興士協会」を置き、47 都道府県に支部を
配置する。

全国の復興準備会議をサポートできるだけの復
興士が養成できるまでの間は、これまで復旧・復
興に関わってきた大学教員や研究機関の専門家、
弁護士、ファイナンシャルプランナーらを復興士
に任命し、キックオフの初期段階を担わせる。

復興士の活動は有償とし、基本的には行政が費
用に責任を持つ。被災者個人で復興プランナーに
依頼する場合は、個人の負担となる。一般対象に
有償で活動できるのは復興プランナーのみとする。

3.3	四面会議システム

被災者主権を実現する一つの手法としての復興
準備会議は組織されても会議を構成するメンバー
の多くは、復旧・復興に関する知識も乏しく、会議
の進め方にも精通していない一般住民が多い。も
ちろんファシリテーターとして復興士がつくが、い
きなり起きてもいない未来災害についての議論は難
しい。そこで、会議を進めるにあたって、議論しや
すい環境を整備することが必要だろう。

用意するのは「四面会議システム」とよばれる
山間過疎地域での活性化計画作りの手法だ。鳥取
県智頭町で開発された卓上ゲームのような仕掛け
で、これに KJ 法を用いた SWOT 分析などを交
え、ブレーンストーミングで進めていく。

2014 年 10 月 17 日付朝日新聞朝刊に─（新防
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災力）「四面会議」で地域を強く「高台ない」徳
島県松茂町の住民組織─と題した記事が掲載さ
れているので、そちらをみてみよう。

南海トラフの巨大地震に備え、四国の沿岸
部では津波対策が進む。徳島空港のある徳島
県松茂町では、「四面会議システム」という
計画立案手法を活用し、住民主導の防災まち
づくりが始まった。自分の暮らすまちの課題
に向き合い、大地震が起きる前に被災状況を
イメージして、復興のプロセスを先取りする

「事前復興」の取り組みにつなげる試みだ。
紀伊水道に面した松茂町は人口 1 万 5512

人。旧吉野川と今切川に囲まれた 13 .94 平方
キロメートルの町域は標高 1〜2 メートル
で、高台がほとんどない。

県の想定では、南海トラフの巨大地震で、
揺れ始めから 61 分で最大 5 .5 メートルの津
波が徳島空港の滑走路東端に到達。住民の居
住域すべてが浸水し、最悪の場合 1900 人が
犠牲になる。

防災まちづくりに取り組むのは、町役場の
ある広島地区の自主防災会。9 月 27 日、関
西学院大学災害復興制度研究所が主催した四
面会議に、地区内にある三つの自主防災会の
代表ら 11 人が参加した。

広島地区 941 世帯のうち、3 分の 1 は自主
防災会に未加入だ。マンション住民との交流
は少なく、若い世代の行事への関心も薄い。
そうした地区の課題を挙げながら、防災の取
り組みについて話し合った。

行動計画づくりでは 3 カ月、6 カ月、1 年と
区切って、それぞれの時期にできる身近なこ
とを確認。6 カ月以内に津波避難訓練をする
ことを決めた。

この会議で住民らの議論が活発になるよう
先導役をつとめたのは、NPO 法人「徳島防
災ネットワーク」のメンバーだ。理事長の鎌
田啓三さん（67）は徳島県の初代防災局長。
県南部の美波町出身で、昭和南海地震の時、
自分を身ごもっていた母親から高台に逃げた
話を聴かされてきた。

東日本大震災の被災状況を目の当たりにし

て、地元で防災活動を啓発しようと 2013 年
6 月に NPO を立ち上げた。危機管理を担当
した県職員 OB のほか、大震災で宮城県に応
援で派遣された現職の県職員ら計 18 人が会
員に名を連ねる。

鎌田さんは「防災には息の長い取り組みが
必要です。住民の活動をサポートしたい」と
言う。

松茂町のほぼ全域が津波防災地域づくり法
に基づく津波災害警戒区域に指定され、町は
大震災後に津波避難ビルの見直しを進めた。
自主防災会のある 20 地区の代表を集めて昨
夏、3 日間のワークショップを開催。どこに
逃げるのかを地区ごとに聞き取り、津波避難
場所を新たに 25 カ所指定し、計 45 カ所に
なった。

町南端の長原地区にある長原小学校では 9
月 21 日の日曜、津波避難ビルに指定されて
いる校区内の津波防災センターに避難する訓
練をした。隣接する幼稚園の児童も含め 37
人の子どもたちが参加した。

藤島則之教頭（53）は「避難経路で危ない
所を確認しながら、保護者や地域の人たちと
一緒に迂

う

回
かい

路も考えてもらった。命を守るた
めに自ら考えて行動できるような学習の機会
を増やしたい」と話す。
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図 5　四面会議図

出所：『地域経営まちづくり』（岡田憲夫編著）から作成。
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広島地区の自主防災会が取り組む四面会議
システムは、住民主導によるボトムアップ型
のまちづくり手法だ。人的資源（ヒト）、物
的資源（モノ）、情報・広報、総合管理（カネ）
の 4 グループに分かれ、地域の将来の姿を思
い描きながら話し合う。

正方形にした模造紙に折り目を入れて、各
辺から真ん中のゴール（目標）に向かって四
つの三角形をつくる。中央に向かって三角形
を時間軸で区切り、各グループが話し合った
行動計画案を目標に向かって書き込んでいく。

そのうえでグループごとに計画案を説明す
るディベートを行う。次に、立ち位置を変え
た逆転ディベートで、計画案の問題点を指摘
し合う。

この手法は鳥取県智頭町の郵便局長だった
寺谷篤志さん（66）が考え出した。過疎に悩
む集落の特性を生かした村おこしに活用する
と、智頭町あげての「1 ／ 0（ゼロブンノイチ）
村おこし運動」につながった。ゼロ（無）か
らイチ（有）を生み出すため、住民自ら一歩
踏み出して事を起こすという意味だ。

四面会議システムでは、立場の異なる人た
ちが議論を重ね、身の丈にあった解決策を見
いだしやすい。その手法を広げようと昨春、
一般社団法人「日本・地域経営実践士協会」
ができた。

寺谷さんは協会の理事を務める。地域経営
まちづくり塾を定期的に開き、先導役となる
ファシリテーターを養成。一定の技量を身に
つけると、地域経営実践士に認定する制度を
設けている。
〈四面会議を主催した関西学院大学の山泰

幸教授の話〉　南海トラフの巨大地震を見据
えて、自主防災組織を活性化させるととも
に、脆

ぜい

弱
じゃく

化が進む地域そのものを復興させ
るのが狙い。地域の弱点を住民が自ら認識
し、その解決のために小さくても実行できそ
うなことを考える。そして決めたことは必ず
実行し、弱点を少しずつ克服していく。この
プロジェクトは事前復興の計画づくりも視野
に入れ、長期的に続ける方針だ。

四面会議に入る前の作業として大切なのが
SWOT 分析とよばれる自己分析だ。地域の特性
としての Strength（強み）、Weakness（弱み）、
Opportunity（機会）、Threat（脅威）をみんな
で出し合い、KJ 法で整理していく。KJ 法とは、
ブレーンストーミングなどで得た情報をカードに
書き、同じ系統のカードをグループ化して、系統
ごとに分類したデータを整理、分析する手法だ。
ここでは地域の持つ特性を一目でわかりやすく
し、全員で共有するのに用いた。

KJ 法は、文化人類学者の川喜田二郎（東京工
業大学名誉教授）がデータをまとめるために考案
した手法で、KJ は考案者のイニシャルに因む。

3.4	共同体主義

SWOT 分析から四面会議を経て、目的を達成
するための計画を立案し、それを実行していくに
は、相当な地域力が求められることになる。

正義論には、ロールズのリベラリズムや、そこか
ら分化したロバート・ノージックに代表される個人
の自由に対する制約を最小化しようとするリバタリ
アン（リバタリアニズム：libertarianism ＝自由至
上主義）がある。これらは個人を優先するのに対
し、歴史的に形成されてきた共同体の伝統の中で
こそ個人は人間として完成され、生きていけるとす
るコミュニタリアニズム（communitarianism ＝共
同体主義）の考え方もある。

コミュニタリアニズム登場の背景には、アメリ
カ社会が極端な個人主義に陥った結果、公共心が
衰退し、そのことがさまざまな社会問題を引き起
こしているという洞察があったとされ、日本社会
にそのまま適用はできないが、阪神・淡路大震災
でコミュニティの大切さが強調されるなど、「助
け合い」が求められる日本の災害現場でも共同体
の再評価が続いた。

Case1：377 戸が全半壊、一人が亡くなり、重
軽傷者 1,000 余人を出した 2005 年 3 月 20 日の福
岡県西方沖地震で、8 世帯 39 人が三日三晩、ビ
ニールハウスで助け合って生き抜いた福岡市西区
西浦地区。糸島半島の突端に位置する、この漁村
では、1940 年代から戦後にかけ約 40 年間も、男
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子は中学卒業の翌日から青年宿に入宿、結婚する
まで共同生活を送った。最初の 1、2 年は「使い
組」とよばれ、雑用を担当し、目上の人との接し
方や漁のしきたり、緊急時の行動などを学んで、
地域の大人に仲間入りした。難破船の人命救助を
最優先する意識も徹底的に植え付けられた。一人
の失敗は同期生全員の連帯責任で、80 畳の大部
屋で 120 人前後が暮らし、強い絆がうまれた、と
いう。

一方、島に建つ家屋の約 7 割、214 戸が全半壊
するなど多大な被害を受けた博多湾に浮かぶ周囲
4km、約 700 人が暮らす玄界島。被災した住宅
以外も含め全地域で、不良住宅を除去し、新しい
住宅を再配置する小規模住宅地区改良事業を展開
し 3 年間で復興を成し遂げた。

玄界島は、お椀を伏せたような形をした島で、
島のほとんどは斜面地。漁港埋立地以外に平坦な
土地はない。このため、島の斜面を開発するにあ
たって、「がんぎ段」とよばれる石段を下から積
み上げて道をつくっていったことで、民俗学的に
も知られている。

それだけに島民の結束力を物語るエピソードは
枚挙にいとまがない。

家を建てるときは、多くの人が漁を休み、資材
を港から現場に運びあげる。2004 年 7 月、当時
の寺田至・自治会長が、古家を解体して家を新築
した際、約 150 人の若手漁師が手伝った。それで
も提供するのは昼と夜の食事だけという。

1971 年 7 月に設立された「少年少女消防クラ
ブ（BGFC）」は、昼間の島を守る貴重な戦力で、
夕刻の島内放送も担当する。20 人近い中学生全
員が隊員で、今回の地震でも地震直後、ブレー
カーを落とし、ガスの元栓を閉め、足の悪いお年
寄りを背負って公民館へ避難した。

絆を強めるきっかけとなったのは、昭和 30 年
代の漁業不況や漁協の公共事業の放漫経営で島全
体が経済危機に陥ったときのことだ。経済再建に
取り組むため、渡海船で運ぶのは生活必需品だけ

（菓子・清涼飲料水はダメ）、禁酒・禁煙を毎月
10、20、30 日に実施（違約金 1,000 円）し、未成
年者はネクタイを禁止したという。

＊
コミュニタリアンは、共同体が個人を磨くとい

う。しかし、逆に個人＝被災者が「ムラ残し」の
ために協力を強いられるケースもある。

Case2：東日本大震災で放射線量が年間積算
20mSv に達するおそれがあるとする「計画的避
難区域」に指定された福島県飯舘村だ。“ 農家の
嫁 ” を村のお金でヨーロッパへ研修旅行に行かせ
る「若妻の翼」プロジェクトはじめ、「丁寧に、
心を込めて、大切に」、という意味の「までい（両
手）」を冠した「までいライフ」をキャッチフレー
ズにしたスローライフで一躍有名になったムラだ。

第五代村長、菅野典雄が、男性職員の育児休暇
制度、子育てクーポンの支給、学校給食の 100％
村内産食材化へのチャレンジ、合併しない「自主
自立の村づくり」などを強力なリーダーシップで
推し進め、全国的にも有名な村を創った。

ところが、2011 年 3 月 11 日、東日本大震災の
発生で東京電力福島第一原子力発電所の炉心溶融
事故が発生した。当初、政府は同心円状に避難を
強制したが、原発から北西に約 40km 離れた飯
舘村にも 4 月 22 日、計画的避難区域の網がかけ
られた。原発事故から約 1 週間後の 3 月 29 日に
は、すでに京大原子炉実験所（現・複合原子力科
学研究所）の今中哲二助教が放射線量の測定結果
を菅野村長に報告。「（旧ソ連の）チェルノブイリ
原発事故での地域区分なら、全住民が移住するレ
ベルを何倍も超える汚染だと確信を持って言えま
す」と避難を直談判していた。しかし、村長は「人

図 6　玄界島

出所：	博多湾大図鑑（http://www.asocie.jp/hakatawan/date/
date1.html）。
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為的に（放射線量を）下げていく方法とか、こう
いう点に注意すれば下げられるというのを教えて
いただきたい。わらをもつかむ思いだ」として、
全村避難を拒んだ。
『原発に「ふるさと」を奪われて─福島県飯

舘村・酪農家の叫び』の著者で飯舘村前田地区の
区長だった長谷川健一さんは近畿各地での講演で
次のように述べている。

私たちは、村に対して「御用学者だけじゃ
なくて、今中哲二さんのような立場の人の話
を聞くべきだ」と訴えましたが、聞き入れら
れることはありませんでした。

これには理由があります。今中さんたち
は、3 月下旬に飯舘村の測定を行い、村長に
結果を報告し、「すぐにも避難すべきだ」と
提言したのですが、村長は「公表しないで欲
しい」と頼んだうえで、「ここで生活する方
法を考えて欲しい」と訴えたそうです。

犠牲となっているのは、子どもたちです。
村長たちがムラにしがみついたために、村民
の避難を止めようとしています。避難区域指
定の前日も、近畿大学から来たという「専門
家」が、「マスクなんて要らない」とまで言っ
ていたのです。避難指示を聞いて村民は、

「人をバカにするのもいい加減にしろ！」と
怒りました。

飯舘村は安全だと言われ続けたために村民
の避難が遅れ、たいへんな被曝を強いられま
した。先日発表された「県民放射能生涯被曝
予想」を見ても、飯舘村は非常に高いので
す。飯舘村の子どもたちは、広島・長崎の被
曝者のような差別の対象になる可能性があり
ます。

これ以降、長谷川区長と菅野村長は帰還をめ
ぐってことごとく意見を異にするようになる。

菅野村長は 6 月 22 日、避難先の「飯舘村飯野
出張所」で開いた開所式で「2 年ぐらいで一部の
村民だけでも村に戻したい」と述べて以来、「この
ままでは村がなくなる」と一貫して帰還を画策、
帰還につながる政策を強行してきた、といわれる。

月刊『政経東北』の 2019 年 8 月号は、菅野村

長の復興策を厳しく批判する。

本誌 6 月号「菅野飯舘村長の復興・帰還政
策に異議アリ !!」という記事で触れたとおり、
村ではこの間、道の駅や交流センター、葬祭
場など数多くの施設を建設してきた。その事
業費合計は軽く 100 億円を超える。いずれも
国の復興関連交付金が投じられており、村の
持ち出し分はわずかだ。現在も道の駅裏に多
目的交流広場が整備され、パークゴルフ場計
画なども進められている。

菅野村長としては「復興事業に関する補助
金が潤沢に使えるのは復興・創生期間の間だ
けなので、いまのうちに補助金を活用して復
興を推進する」という認識のようだが、当然
ながら、施設が存在し続ける限り、維持管理
費は発生する。中学生が懸念を抱くのは当然
なのだ（飯舘村の予算の現状を中学生に知っ
てもらおうと、菅野典雄村長が 3 日、飯舘中
を訪れ、全校生徒 35 人に説明した。震災
後、復興事業で予算額が大幅に増えているこ
とに対し、生徒からは「こんなにたくさんの
お金を使って村は大丈夫ですか」という質問
も出た。＝朝日新聞 6 月 4 日付福島版）。

教育・子育て環境の充実に関しても、飯舘
中学校の敷地内に村内の 3 小学校を統合した
新小学校と認定こども園を約 40 億円かけて
整備（2018 年 4 月 1 日開校開園）。

そのうえ、子どもたちのために、教材費や
新入学にともなう学用品費、給食費、有名デ
ザイナー・コシノヒロコさんデザインの制服
購入費、部活動費、遠足・修学旅行の参加費
などをすべて無料化した。開校時資料による
と、村で負担する一人当たり年間費用は、乳
児・幼児 10〜15 万円、小学生約 10〜16 万
円、中学生約 20〜25 万円（年齢・学年によっ
て異なる）。開校時の子どもたちの数に当て
はめると、年間負担総額は約 1700 万円。

さらに避難先に無料でスクールバスを運行
し、それでも足りない場合は民間タクシー会
社に送迎を委託して、村外からでも通えるよ
うにした。複数の村民によると、子どもがい
る世帯には村教育委員会から「村の学校に通



118 研究紀要『災害復興研究』第 12号

わないか」と案内が来たという。要するに、
子どもたちの村外流出を防ぐため、あらゆる
手段を使って、村の学校に通わせようとした
わけ。

こうした村の姿勢は中学生の目にも異様に
映るようで、冒頭に紹介した質問以外にも「ス
クールバスの運行費が約 1 億 1000 万円という
のは高すぎるのではないか」という質問が飛
び出したようだ（村教育委員会によると、こ
ども園は 29 人、小学校は 33 人、中学校は 42
人が通う予定だ。8 人は村内から、他は村外
から合わせて 11 台のスクールバスなどで通学
する。＝朝日新聞 2018 年 4 月 2 日付福島版）。

スクールバスの運行費は実際、近隣市町村
と比べて高い。たとえば伊達市では市内 5
コース、1 日 2 便（登下校）運行し、年間約
3200 万円かかっている。6 コース、1 日 2 便
を走らせている国見町でも費用は毎年 2 千数
百万円程度だ。

なぜ飯舘村だけ高いのか。村学校教育係に
よると、その理由は、ルートの多さと走行距
離の長さにあるという。

同村人口 5585 人のうち、大半を占めるのは
県内避難者 4008 人（同約 72％）で、中でも
福島市には 2643 人（同約 47％）が住んでい
る（6 月 1 日現在）。そのため、スクールバス
も福島市を中心に 8 ルートにわたり運行して
いる。

スクールバスは児童・生徒や家族への負担
を考慮して移動時間 30 分程度に設定されて
いるが、福島市から飯舘村までは約 1 時間か
かる。しかも、こども園、小学校、中学校で
それぞれ帰宅時間が異なるため、集団下校さ
せるわけにもいかず、帰りも複数の便を出さ
なければならない。そのため、多くの費用が
かかる、と。

なお、運転手は委託業務として採用し、村
所有のバスを運転している。基本は中型バス
やマイクロバスだが、人数が少ないルートで
はワゴンタクシーを走らせている。

中学生からの率直な質問に対し、菅野村長
は「運転手 8 人の給料や、燃料やスノータイ
ヤも必要で経費がかかる。もったいないと思

うかもしれないけど、村の未来のみなさんの
ためだから、もったいないと言ってはいられ
ない」と返答した。

しかし、そもそも放射能汚染の不安が残る
村の学校に、村外に住む子どもたちを 1 億円
かけて通わせること自体が常軌を逸している。

3.5	サンタクルーズに学べ

手塩にかけて育ててきたムラを取り戻したいと
いう村長の思いがわからないでもない。しかし、
震災を境に村長の評価は 180 度変わってしまった
ようだ。

そもそも功利主義にせよ、共同体主義にせよ、
善＝幸福を一人の為政者が「災害を奇貨として」
決めるところに問題がある。もちろん、為政者は
自治体幹部や議会と相談して決めたというのだろ
うが、大統領制の自治体トップの意見は思った以
上に強い。

では、この独走や思い込みをどうやって牽制
し、被災者の手元に決定権を取り戻すかだ。

阪神・淡路大震災の直後、米国からやってきた
調査団が、帰国時にこう言い残したという。「サ
ンタクルーズに学べ」と。

図 7　サンタクルーズの位置

出所：	まるくる「まるちゃんとサンタクルーズ」http://www.
marukuri.com/sc/santacruz.htm より作成。
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サンタクルーズは、アメリカ合衆国カリフォル
ニア州中部サンタクルーズ郡最大の都市であり、
同郡の郡庁所在地である。人口は約 6 万人。モン
トレー湾の北端にあり、サンフランシスコ市から
は南約 116km のところにある

1989 年 10 月 17 日、このモントレー湾一帯か
ら北のサンフランシスコ、オークランド周辺にか
けて大被害をもたらしたのが、ロマ・プリータ地
震だ。カリフォルニア州中部のサンタクルーズ山
地にあるロマ・プリ - タ山を震源とし、サンアン
ドレアス断層によって引き起こされたとみられる
マグニチュード 6 .9 の地震だ。死者 63 人、負傷
者 3208 人、被災者 5 万 5000 人にのぼった。ビル
などの建造物のほか、高速道路などが倒壊する被
害が発生した。

この地震で大きな被害を受けたサンタクルーズ
地域は、地域住民も交えた復興委員会を立ち上
げ、徹底した議論の末、「ビジョン・サンタクルー
ズ」という復興計画をまとめた。

この計画のユニークさは「物語復興」とよばれ
たように、市民が分かるようにと小説と絵を組み
合わせたもので復興の青写真が描かれていること
だ。教会の横の広場でお年寄りが休んでいる。そ
の隣で猫があくびをし、道には花が咲いている。
そんな夢を実現するために、どんな制度が使える
のか、予算はどうするのかを専門家たちが考える。

復興委員会は委員 36 人のうち、半数の 18 人は
商店主ら普通の市民。残り半数が市長や学識経験
者で、市民が市当局の幹部と同量の発言権を持っ
た。さらに、300 回開かれた委員会の議事録はす
べて町中情報センターを通じて市民に広報され
た。また、市民全員に書いてもらった復興物語
は、体育館で町作りコンサルタントの司会のもと
投票によって採否が決められた。

この手法は復興準備会議にも応用できる。災害
が起きれば、復興準備会議は「準備」がとれて、
復興会議となるが、必ず半数は被災者から選出す
る。さらに、発言者を明記した議事録を毎回、公
表する。

このような仕組みをつくることによって為政者
が復興の善を一方的に決めることがないよう担保
するわけだ。

3.6	 被災者支援システム

福田徳三は、復興の担い手について、震災直後
は「救世軍、東西本願寺、基督教青年會、同愛
會、同心會、櫻楓會等少数の健気なる人々のみ」
だが、これらは「慈善救済」に過ぎず、この時期
を過ぎると「真の復興者は罹災者自らをおいてほ
かにない」と喝破。「復興の最根本動力」は「自
らの働きをもって生きて行かんとする堅い決意を
持っている人」と檄を飛ばした。

ただ、過疎・高齢化した地域や津波で壊滅的な
被害を受けた地域など、ただちに被災者自らが立
ち上がれない被災地も少なくない。しかも、地球
温暖化の影響などで災害が凶暴化しており、これ
までの防災システムでは防ぎ切れないことも多
い。そこで、やはり支援システムを整えておく必
要があるだろう。表 2 は被災地内の被災者支援ス
キームだ。これまで各被災地で考案されたさまざ
まな支援プログラムを一般化すると同時に全体の
支援体制の中での役割を明確化した。これにより
復興会議と復興支援会議を核とした長期にわたる
支援システムができることになる。

と同時に近隣各地や全国から駆けつける災害ボ
ランティア、大学・研究機関、実務家、医師会、
災害看護連盟、福祉団体などの交通整理にあた
り、人的資源の乏しい地域への目配りをする学際
的な広域組織が必要になる。ヒントになるのは、
1999 年の台湾大地震で創設された「全國民間災
後重建連盟（全盟）」だ。民間支援をコーディネー
トし、政府に政策提言する中間支援組織で、日本
では青田良介（兵庫県立大学）が「全国民間再建
支援連盟	（略称：全盟）」の名称で設立を呼びか
けている。

これを日本学術会議に付置される常設機関と
し、北海道・東北ブロック、関東ブロック、中部

（東海・甲信越・北陸）ブロック、近畿ブロック、
中国・四国ブロック、九州・沖縄ブロックの 6 ブ
ロックにサテライトを置く。サテライトの拠点は
各ブロックの大学が輪番制で受け持つことにする。

費用は資産を 1 億円以上持っている人から、毎
年 1％程度徴収する復興富裕税でファンドを造成
して運営費や各団体への助成金に充てることが考
えられる。
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併せて全盟は、復興政策・事業のうち、賛否の
多いものについて、いくつかの手法を用いて政策
評価を実施する。これまで、災害復興における政
策評価は、行政主導による復興事業の進捗率等の
評価にとどまり、被災者の視点が基本的に抜け落
ちていた。そこで、被災者の求める復興政策の重
要度や優先度が具体的な数値として表せる階層分
析法を導入し、定量的な評価手法を実施する。

政策評価の手法については稿を改める。

また、東日本大震災で被災地復興支援費を私的
に流用していた NPO 法人の代表が業務上横領の
疑いで逮捕された不祥事などにも目を光らせる業
務も担うことになる。

4	 暴走する行政国家

このような仕組みを構想しなければならないの

表 2　被災者支援スキーム

名称 概要
（1）新設 or既設	
（2）支援対象	
（3）役割

復興支援会議 阪神・淡路大震災の後、兵庫県が行政と被災した人々の間と繋ぐ「中
間組織」として設立した。福祉、医療、教育、都市計画、法律など
各分野の専門家と県庁内のプロジェクトチームで構成。現場に出向
き、問題をリアルにとらえることを重視し、現行のルールにとらわれ
ずに、政策提言した。
【制度化】知事の直属機関とする。職員は課長級を充て、通常業務を
外して専従とする。支援会議議長は、復興会議のメンバーとし、復
興会議と連携して政策制度提言をする。

（1）既設
（2）被災者、被災地全般
（3）政策提言

L SA 	（L i f e 	 S u p p o r t	
Adviser：生活援助員）

災害復興公営住宅で、入居者の見回りや生活相談などにあたる。
【制度化】仮設住宅、災害復興公営住宅の「民生委員」。居住被災者
のうち生活困窮者や高齢者を対象に見守りや生活相談に当たる。

（1）既設
（2）限定地域居住者
（3）生活相談

復興士 【制度化】地区復興準備会議および地区復興会議のファシリテーター
としての公的役割の一方、自立指向の被災者を対象にした生活再建
にあたっての法的・経済的相談に対応する。このうち、復興アドバ
イザーは、急性期、主にボランティアとして被災者に法制度や各種
減免措置など行政の打ち出す支援措置について案内や解説の業務に
当たる。復興プランナーは、復旧・復興期に有償で、生活設計や業
務再建などの事業計画について、いくつかプランを策定、被災顧客
に提供する。

（1）新設
（2）自立指向被災者
（3）	生活設計や業務計画の

策定 /地区復興準備会
議、復興会議のファシ
リテーター

生活再建専門員、生活再建
支援員

災害にケースマネジメントを導入したのが、東日本大震災での仙台
市。市は生活再建支援員をシルバー人材センターに委託。市は
2012-13 年にかけ、市内の全仮設住宅約 1万戸を対象に訪問調査を
実施し、住宅再建の見通しや就労、健康状態を一人ずつ聞き取っ
た。集めた情報は市や支援団体でつくるワーキンググループで共有
し、一人ずつの生活再建計画を立てた。その後、災害ケアマネ制度
は鳥取県で導入された。
【制度化】生活再建専門員は、災害支援制度と福祉の視点を組み合わ
せた伴走型支援「災害ケースマネジメント制度」の中核を担い、被
災世帯の生活上の悩みや課題を聞き取って、個々の実情に応じた再
建計画を作成、必要に応じて法律家や保健師、建築士ら専門家につ
なぐ。生活再建支援員はLSAと強力しながら、被災者を継続して訪
ね、抱える問題を聞き取り、生活再建専門員とともに生活再建計画
を立案する。

（1）既設
（2）	仮設住宅やみなし仮設

住宅入居者
（3）自立困難者の生活再建

復興支援員 新潟県中越地震で地域復興支援員として創設され、その後、2008 年
には過疎問題懇談会が「集落支援員」の創設を提言、東日本大震災
では総務省の支援のもと復興支援員が創設された。被災者の見守り
やケア、地域おこし活動の支援等の「復興にともなう地域協力活動」
を通じ、コミュニティ再構築を図る。
【制度化】主に過疎高齢化集落に長期間、駐在し、災害復興において
は、集落間の合意形成などの調整にあたる。復興士の配置できない
地域については、復興支援員が地区復興準備会議や復興会議でファ
シリテーターの役割を果たす。

（1）既設
（2）過疎地域の集落
（3）	地域おこしや住民間の

合意形成にあたる。

出所：被災各県の記録などをもとに作成。
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は、議会制民主主義が形骸化し、統治が主権のコ
ントロールを逃れて暴走を始めているという事態
があるからだ。国民主権の国家ならば、国民が統
治に関しても最終的な決定権を持っているはずだ
が、それは名目上の優位であって、実際は行政

（政権）が立法（国会）を事実上、支配するとい
う政治状況が起きている。

そもそも行政には議会や民主的な手続きをでき
る限り遠ざけて、効率よく物事を処理したいとい
う危険な本能がある。それを近代国家は、「政治
的公開性」を制度的に担保することにより、統治
が国民のチェックのもとで民主的にコントロール
されるという虚構を現実に近づけようと努力して
きた。しかし、現代国家は、行政機能の増大と複
雑化・専門化によって、事実上、行政権が、立法
権・司法権に優位に立つ傾向がある。

4.1	 安倍政権の罪

それを露骨な形で強化しようとしてきたのが、
2012 年末、政権に返り咲いた安倍晋三首相だろ
う（安倍首相は 2020 年 9 月、健康上の理由から
辞職）。

象徴的な出来事がある。
2016 年 5 月 16 日、衆院予算委員会で、首相は

民進党の山尾志桜里政調会長（当時）への答弁の
中で、「議会についてはですね。私は立法府、立
法府の長であります」と述べたのだ。行政府の長
が立法府の長も兼ねることはできない。おそらく
言い間違いだろうというのが大方の見方だが、次
の出来事と重ね合わせて考えると、どのような風
景が見えてくるだろう。

2020 年 2 月 12 日の衆院予算委員会で、立憲民
主党、国民民主党など共同会派の辻元清美議員
が、安倍首相の国政私物化を批判して質問を終え
た直後、首相は自席から「意味のない質問だ」な
どとヤジを飛ばした。首相は、森友・加計学園問
題や桜を見る会など、自らが疑惑追及の矢面に立
たされると質問をけなしたり、揶揄したりするヤ
ジや答弁を繰り返してきた。首相は旧民主党系の
野党議員と論争したり、批判をしたりするとき、

「悪夢のような民主党政権」というおどろおどろ
しい言葉を「決めぜりふ」のように使う。

首相は国会質疑では説明を尽くそうとせず、憲
法に基づく召集要求にも後ろ向きだった。

政治のグラウンドは荒れ、憲法も解釈改憲で傷
ついた。2014 年 2 月 12 日の衆議院予算委員会
で、首相は委員の質問に対し，集団的自衛権の行
使を認める憲法解釈の変更をめぐって、「（憲法解
釈の）最高の責任者は私だ。政府の答弁に私が責
任をもって、その上において選挙で審判を受け
る。審判を受けるのは法制局長官ではない。私
だ」と答弁した。内閣法制局における議論の積み
重ねを尊重してきた歴代内閣の基本見解を覆すだ
けでなく、時の政権の思惑により、いつでも自由
に憲法解釈の変更ができるとするものであり、憲
法学者らから厳しい批判を受けた。

まさに「法や主権の方が、効率的な統治のため
の道具になってしまうという倒錯した状況」が生
まれていたのだ。

その傲慢さが最も顕著にあらわれたのが、安倍
政権が推し進める憲法改正の一つの柱となる緊急
事態条項であろう。

これによると、政府が緊急事態を宣言すると
「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定す
ることができるほか、内閣総理大臣は財政上必要
な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対
して必要な指示をすることができる」とされてい
る。もちろん、政令の制定については、「事後に
国会の承認を得なければならない」とされている
が、与党が過半数を占める国会では追認されるこ
とは自明の理だ。

2016 年 5 月 1 日、東京・霞が関の弁護士会館
で、「災害対策を理由とする『国家緊急権』（緊急
事態条項）の創設に反対する被災地弁護士会によ
る共同記者会見」が開かれた。

集会では、兵庫の永井幸寿弁護士が、自民党が
創設を目指す「国家緊急権」は「ナチス以上」の
強権性を帯びていると指摘した。

ナチスが推し進めた国家緊急権は、全権委任
法、または授権法とよばれる。ナチス政権下のド
イツで 1933 年に制定された「民族及び帝国の困
難を除去するための法律」の通称である。立法権
や憲法改正権が内閣に委譲され、ヒトラーは強大
な権力を掌握した。

この安倍政権の姿勢について 2016 年 5 月 2 日付
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の朝日新聞は、「（憲法を考える）立憲 vs 非立憲　
多数で決めて何が悪い？」と題した論説委員・坪
井ゆづるの主張を載せている。一部を引用しよう。

「立憲主義って何だ？」
「これだ！」

4 月 29 日夜。安全保障関連法の廃止を求
める高校生ら約 500 人のコールが、国会前に
響いた。

これまでの護憲派とは異なるリズム、新し
い言葉。

いま問われているのは護憲か改憲かではな
い。そんな議論のはるか手前に前提としてあ
るはずの立憲主義、政府は憲法に従って政治
を行わなければならないという「当たり前」
が当たり前でなくなっている─立憲に非

（あら）ず。こんな現状を許していいのか？　
そう訴えたくて集まった。

安倍晋三首相は国会で、憲法解釈の「最高
責任者は私」と言い切った。「立憲主義にのっ
とって政治を行うことは当然だ」と繰り返し
ているが、本当にそうしているだろうか。

2014 年 7 月、首相は集団的自衛権の行使
容認を閣議決定した。それまでの内閣が重ね
てきた憲法解釈を、ひっくり返した。

その前年、内閣法制局長官に集団的自衛権
の行使容認に前向きな外交官を起用したとこ
ろから、この流れは想定された。権力者が

「法の番人」を自分色に変える。日銀総裁。
NHK 人事。みずからの力をこれほどためら
いなく行使する首相はかつてない。

権力を分散させて相互間の「均衡と抑制」
を図る憲法の考え方からは遠い。

昨年 6 月の衆院憲法審査会。参考人の憲法
学者 3 人がそろって安保関連法案を「違憲だ」
と指摘した。だが耳を傾けることなく採決を
強行した。説得して納得を広げるより、結論
ありきで走る政治手法が目立つ。

数の力がすべてだ。○か×か、多数で決め
て何が悪いのか─。ぎすぎすとした政治が
広がっている。

安倍首相は、憲法とは「日本という国の形、理

想と未来、目標を語るもの」と語る。しかし、国
民主権を掲げる今の憲法は、基本的には国民が権
力を縛るための約束であり、権力の制御装置だ。
首相の憲法観とは相当のずれがある。この、安倍
政権の在任期間は 2020 年 8 月 24 日で 2799 日と
なり、歴代最長となった。だが、いまだに安倍首
相の悲願、憲法改正は実現していない。

不思議なことに、ここまで安倍政権に信任を与
えてきた国民だが、2020 年 5 月の憲法に関する
世論調査をみてみると、改憲について、時事通信
の調査では、反対 52 .4％、賛成 46 .0％、朝日新聞
の調査だと反対 58％、賛成 32％と、いずれも護
憲派が上回った。

数々のスキャンダルにまみれ、憲法を壊し、三
権分立さえ危うくしてきた政権が、なぜここまで
長らえることができたのか。その要因の一端を明
らかにすることは、憲法に則った人間復興の道筋
を制度化するうえで何が障害になるのかを探るこ
とにもなるはずだ。

4.2	自発的隷従

日本経済新聞の 2020 年 5 月 19 日付朝刊に、「安
倍政権支える「自発的隷従」（大機小機）」という
記事がある。そこには、なぜ、長期政権が可能に
なったのかを解くカギが描かれている。

39 県の緊急事態宣言が解除され、政府の
新型コロナ対策は第 2 段階に入ったが、横浜
市の筆者宅にはいまだにマスクは届かず、10
万円一律給付の便りもない。

これは政府の不手際を示すささやかな一例
にすぎないが、独りよがりの政策決定、行政
の緊張感欠如、強権的な政策遂行など、この
ところ安倍長期政権の問題点が鮮明になって
きているように思う。今回の検察庁法改正の
ごり押しは最近の典型例であろう。

それでも政権交代を求める強力な勢力はど
こからも現れてこない。なぜだろうか。

当欄で昨年、安倍政権を支える最強の要因
は好景気だ、と書いた。しかし、新型コロナ
ショックでこの条件は消える。それでは長期
政権の基盤は揺らぐのだろうか。どうもそう
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とは思えない。
最近、某紙で紹介されていたエティエン

ヌ・ド・ラ・ボエシの「自発的隷従論」（西
谷修監修・山上浩嗣訳、筑摩書房）を読んで
そう考えるようになった。この本の著者は
16 世紀のフランス人で、有名な思想家モン
テーニュの親友だったという。

なぜ人々は権力者に従うのか。彼の論理に
よると、人々は強制されて従うのではなく、
自発的に従うのである。自分が得をするから
だ。まず数人が権力者の信頼を得る。この数
人は権力者に尽くし、それによって甘い汁を
吸う。この数人のそれぞれが、甘い汁を吸う
人間を数人抱える。この連鎖が続いて圧制者
の権力システムができあがる。

この自発的隷従論を今に当てはめてみよ
う。まず官僚。2014 年に安倍内閣の下で内
閣人事局が発足、審議官以上の高級官僚の人
事が官邸主導で行われることになった。これ
により官僚の自発的隷従システムが完成した
といってよい。森友問題で取りざたされた官
僚の忖

そん
度
たく

行為もここから発生する。
実は政権与党の自民党の内部でも同様の行

動原理が働いているのではないか。小選挙区
制となって、派閥はなくなったといわれる。
かつては内閣の運営に問題が出ると、自民党
内部の派閥の有力者から政権批判が出て、首
相が交代するというのが普通だった。こうし
た与党内部の自浄機能が消えうせている。

われわれ国民も自発的隷従から自由な立場
にいるのかどうか。一人一人、真剣に問い直
してみたい。（一直）

さらに、2019 年 12 月 30 日付朝日新聞の社説
をみてみよう。

ことしも荒涼たる政治の光景が続いた。歴
代最長になった安倍政権の三つの問題点が、
はっきりと見えている。

第一に「責任の放棄」、第二は「国会軽視」、
第三が「官僚の変質」だ。

いずれも民主主義の基盤を掘り崩してい
る。この一年のできごとをたどれば、事態の

深刻さが増しているのがわかる。
■不都合に背を向ける
「事実関係を確認して説明責任を果たした

い」
秘書が有権者に香典を渡した菅原一秀前経

産相は 10 月、こう言って辞任した。翌週、
妻の参院選での公職選挙法違反疑惑で引責し
た河井克行前法相も同じような発言をした。

だが、2 人は何も語らないまま年を越そう
としている。

安倍首相は、ただ「任命責任は私にある」
と言っただけだ。

この政権で説明責任が果たされないのは、
毎度おなじみである。不都合なことに、こと
ごとく背を向ける姿勢が、森友学園や加計学
園問題でも疑問が残っている事実を思い出さ
せる。

説明から逃げ回るのは、政策論議において
も同じだ。

6 月、麻生財務・金融相は金融庁審議会の
部会報告書の受け取りを拒んだ。「老後に 2
千万円必要」という内容が参院選に不利だと
みて幕引きを急いだ。国民の不安や疑問には
何ら答えていない。

首相も変わらない。北方領土問題で 2 島返
還に方針転換をしておきながら「交渉方針に
ついて述べることは差し控える」。

沖縄の普天間飛行場の移設問題は「辺野古
が唯一の解決策」と繰り返すだけ。2 月の県
民投票で反対が 7 割を超えた事実には目もく
れない。

政権内では政治責任も軽んじられている。
茂木敏充前経済再生相は、選挙区で秘書が

線香を配って批判されたが、外相に起用され
た。大臣室で現金を受け取って経済再生相を
追われた甘利明氏も、自民党税制調査会長に
就いた。

未曽有の公文書改ざんでも、麻生氏が続投
したのだから、もう怖いものなしということ
か。
■国会軽視、極まる

一方で、政権は世論の動向を気にかける。
内閣支持率の底堅さが「安倍 1 強」の力の源
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泉になっているからだ。
「桜を見る会」の中止を即決したのも世論

を見ての判断だ。でも、そこで終わり。数々
の疑問には答えない。つまり、いったんやめ
れば批判は収まる。そのうちに忘れられる。
そんな見立てなのだろう。

ずいぶんと、有権者もみくびられたものだ。
政権はこれまで何度も、その場しのぎのほ

おかむりで事態の沈静化を図り、内閣支持率
の続落をしのいできた。

政権が批判される舞台は徹底的に回避す
る。それで「国会軽視」がどんどん進んでい
る。

野党は 4 月に参院予算委の開催を求めて委
員 3 分の 1 以上で要求書を提出した。国会規
則に従えば「委員長は委員会を開かなければ
ならない」。しかし、予算委は 10 月の臨時国
会まで開かれなかった。

野党の参考人招致要求も、ほとんど無視さ
れ続けた。

国会軽視の極め付きが、自衛隊の中東派遣
だ。国会を素通りし、年末に閣議決定だけで
決めてしまった。

政権の長期化に伴い、官僚も変質した。政
治主導の名のもとで、とりわけ官邸の意向に
付き従う姿が目につく。

文化庁は 9 月、慰安婦を表現した少女像な
どが話題になった「あいちトリエンナーレ」
への補助金の不交付を決めた。専門家の審査
で採択されたものを、官僚の判断で止めた。
菅官房長官らが事実関係を確認すると言い出
したあとだ。
■公僕の矜持はどこへ

桜を見る会での内閣府の対応も目に余る。
招待者名簿などの再調査を拒む官房長官に必
死で歩調を合わせている。

首相の推薦枠でマルチまがい商法の元会長
が招待された可能性を問う野党議員に対し、
担当者は「調査の必要はない」。電子データ
の廃棄についても、実務上は履歴の確認はで
きるというのに、調査はしないという。

官僚の応答からは、公文書が「健全な民主
主義の根幹を支える国民共有の知的資源」だ

という認識がうかがえない。公文書を破棄、
隠蔽（いんぺい）、改ざんまでした土壌が、
ますます広がっていると懸念せざるをえない。

この政権で発足した内閣人事局が幹部人事
を差配し始めてから、官僚の「忖度（そんた
く）」が目立つようになった。

裏を返せば、政治による官僚統制が進んだ
といえる。もはや官僚が社会に貢献するとい
う公僕としての矜持（きょうじ）を失い、政
権に貢献する従者になっているかのようだ。

この政権は、民主主義をどこまで壊してゆ
くのだろう。

答えは第 2 次安倍政権のこの 7 年間で明ら
かだ。

有権者が政治の現状を漫然と放置し続ける
のであれば、どこまでも壊されてゆく。

そして、このような状況が次のような事態を生
むことになる。

2020 年 7 月 7 日付朝日新聞朝刊に次のような
記事が掲載されている。

「情報開示「1 年延期は違法」　森友文書改ざ
ん、自殺職員の妻が国提訴」

学校法人森友学園（大阪市）を巡る財務省
の公文書改ざん問題で、自殺した近畿財務局

（近財）の赤木俊夫さん（当時 54）の公務災
害に関する文書を開示請求したのに、近財が
開示決定期限を約 1 年延ばしたのは違法とし
て、赤木さんの妻雅子さん（49）が 6 日、速
やかな開示決定を求めて大阪地裁に提訴した。

この問題の情報開示を巡っては、近財と学
園側の国有地売却交渉に関する文書開示をめ
ぐる訴訟で 6 月、大阪地裁判決が「意図的に
不開示としており相当に悪質だ」と指摘する
など、国の姿勢を厳しく批判する司法判断が
続く。今回の訴訟でも情報開示のあり方が改
めて問われそうだ。

訴状によると、俊夫さんは改ざんの強制な
どでうつ病となり 2018 年 3 月に自殺。2019
年 2 月、公務災害に認定された。雅子さんは
同年 9 月、近財とともに公務災害認定に関
わった人事院に対して情報開示請求し、約 2
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カ月後、文書の開示決定を受け、翌月に大半
が黒塗りにされた約 70 ページの文書が開示
された。

雅子さんは今年 4 月、俊夫さんの公務災害
を認定した近財にも認定の経緯がわかる情報
を開示するよう請求。だが 5 月、新型コロナ
ウイルス禍による「緊急事態宣言に伴う業務
多忙」などとして部分開示した 10 ページの
文書以外は、来年 5 月まで開示の可否を決め
る期限を延ばすと通知された。

行政機関個人情報保護法は、開示請求から
30 日以内の開示決定を原則とするが、文書
が著しく大量で事務遂行に著しい支障が出る
おそれがある場合、開示決定を「相当の期間
内」で延長できると規定する。

原告側は、近財が開示対象とする文書は人
事院が開示した約 70 ページの文書と共通部
分が多いはずで「著しく大量」と評価できな
いと指摘。さらに、緊急事態宣言が 5 月 25
日に解除されたことなどから、「業務多忙」
を理由に開示決定を人事院の約 6 倍もの期間
を要する 1 年先としたのは「相当の期間内」
を超え、裁量権を逸脱して違法だなどと訴え
ている。

財務省は「訴状が届いておらずコメントは
差し控えたい」としている。
■「夫はなぜ…早く開示して」
「夫はなぜうつ病になってしまったのか？　

近畿財務局は早急に文書を開示してほしいで
す」

雅子さんの弁護団は提訴後の会見で、雅子
さんのメッセージを読み上げた。俊夫さんの
出退勤などの記録だけでなく、自殺後の職場
内であった可能性のある職員らへの聞き取り
調査の結果などが開示資料から明らかになる
ことを期待する。

雅子さんは、俊夫さんは改ざんを強制され
たことを苦に自殺したなどとして、国などに
計約 1 億 1200 万円の損害賠償を求める訴訟
も起こしている。弁護団は今回の訴訟を通じ
て近財から開示された資料を、損害賠償請求
訴訟での真相解明に生かしたい構えだ。
「過労死弁護団全国連絡会議」の代表幹事

を務める弁護団メンバーの松丸正弁護士は
「一般的な過労死事案なら、60 日以内の開示
決定が普通。1 年先というのは異例の事態
だ。何らかの配慮が行われているとしか思え
ない」と憤る。訴状でも、近財が速やかに開
示に応じない理由を「正当なものか疑わしい
といわざるを得ない」と批判した。

市民の知る権利の観点から公的機関の情報
公開に取り組む NPO 法人「情報公開クリア
リングハウス」（東京）の三木由希子理事長
は「特定の職員 1 人の情報で開示に必要な作
業量が多いとは思えず、1 年後は長すぎる。
時間がかかりすぎると請求者の不利益が大き
くなるので迅速に決定を出すべきだ」と指摘
する（遠藤隆史、米田優人）。

5	 むすび

国でも地方でも、このような不条理、不正義が
まかり通るなか、われわれは災害復興という世界
から正義を貫くシステムを構築しなければならな
い。巨大災害では通用しない被災者生活再建支援
法に代わる居住安定支援システム、大都市を疎に
して、地方に人々が集える二地域居住を可能とす
る居住ネットワークシステム、復興政策や事業を
さまざまな角度から評価できる手法の開発など人
間復興を実現する「山中メソッド」の完成をめざ
して論じなければならない課題は、まだまだ多い。
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